
 （様式－１）                                                                                                      （平成３０年４月１日作成） 
 
                                    事務処理フロー図                                                       
 

                                              作成部署  環境局総務部環境政策課ｱｾｽﾒﾝﾄ調整担当  電話 42-178 
事務名  環境影響評価書案の受付に基づく都民等の意見書の送付 
 
 
《事務処理フロー図》                                                                《事務処理フロー図の説明》 
 

 

申
 
請
 
者 
 
 
 

 標準的な処理期間 計７０日   項番      項  目            説      明 
  

 
  １ 

 
 

事 前 協 議 
 

条例、規則、指針等に係る諸手続事

について事前のご相談（協議）に応じ

ます。 

 

 
 
２ 

 

事業段階関係 

地域の決定 

評価書案の提出を受けたときは、

条例の規定に基づき、事業段階関係

地域を定めます。 
 
総
務
部 
環
境
政
策
課 
 

   

 
 
３ 

 

公報登載依頼 

 

 
評価書案の縦覧等について、東京都

公報への登載の依頼を行います。 

    
 
４ 

 
    

 

公示・縦覧 
評価書案を公示し、公示の日から起

算して３０日間縦覧します。 

 

 

 
審 
 
議 
 
会 

   

  

 
 
５ 

 

意 見 ( 写 ) 

の 送 付 

意見書の提出があったときは、写し

を事業者、審議会、関係区市町村に送

付します。 都

民 

   

 

 
 備考 

 

・縦覧期間には、土、日、祝日を含みます。 

・技術指針、規則で定める構成基準に基づき作成されて

いない場合などは、標準処理期間以上の期間を要しま

す。 

・事前協議に要する期間は、標準処理期間に含みません。 
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４５日 意見 

(写)の 

送付 事業段階 

関係地域

の決定 

公報登載

依頼手続 

意見 

受付 


